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教科書にみられる「家族像」
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は じ め に

江戸時代、庶民の教育は「孝」が中心であった。それは、江戸時代の教育勅語ともいう

べき六諭衍義大意が「孝」を第一として説いたからである。ところが明治23年の教育勅選そ

は、「我力臣民克ク忠二克ク孝二‥‥･･此レハ我力国体ノ精華ニシテ…」としている。勅語の

「克ク忠二克ク孝二」というのは、「忠」と「孝」という二つの徳目であって、「忠孝一致」で

はない。いつから「忠孝一致」とされるようなったか。その理論構成はどうなっているか、

教科書ではどう扱われているか、なぜ「忠孝一致」とされたか、その社会的背景を考察す

ることは、明治期から終戦までの国家と家族の関係を知るためにも有意義と思われる。

筆者は、これまで教科書にみられる「家庭像」または「家族像」と題し、国語科4および

修身科の教科書の場合について報告してきた。それは各科ごとにその推移をとらえ時代の

変化をみてきたが、実際には児童・生徒は各科を同じ頃に学んだのである。例えば、上述

の「忠孝一致」についてみると、修身科でその徳目について理論づけられると国語科では

それを題材とした物語りなどが語られ、習字ではそれに関する字を練習し、音楽科では唱

歌の中にもそのような題材が含まれていて児童が口すさんだのではなかろうか…。

さて「忠孝一致」については勿論、当時の「しつけ」に関する題材等は、尋常小学校の

低学年から高等科に至るまで何回もカリキュラムに組みこまれていたことと推測される。

そこで各科の題材を項目ごとに分類し、各時期および学年ごとに並べて横にそれを検討

し、さらに縦に各科における時代の流れを見、その社会的背景を考察してみたいと思う。

このように総合的にとらえることは、当時の国民教育のあり方を知るために必須である。

なお、筆者はこれまで図説・女子教育史と題し、女訓書や女大学の系譜等について報告

してきたが「女大学」が戦前の良妻賢母主義の女子教育に与えた影響は少なくない。

それ故「女大学」の条文が戦前の教科書でどのように扱われたかを知ることは、女子教

育史上、有意義である。そこで「女大学」の各条文と関連ある教科について調査する。

以上、上述の各教科を横に時期ごとに、縦に時代の流れをとらえて分析考察するのと、

「女大学」関連教科の調査分析によって『教科書にみられる「家族像」』を把握したい。

I 研 究 方 法

修身教科書と戦前・国語教科書およびそ。他。教科(習字、音楽、家事)0教科書Eおけ

る「家族像」を国定I期~V期について比較するため、次頁100頁~103頁に掲げる表1

を作成した。次にこれまで報告した拙稿(図説・女子教育史と教科書にみられる家庭像や他

の文献を用い分析、考察する。
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表中
-

したのは、二宮金次郎を登場人物とする。
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教科書にみられる「家族像」

家族・家庭教育・家族と国家観に関する教材分析

表中、太字で示したのは本文に叙述した題材

-
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表1

久 武 綾 子

五期国定教科書にみられる家・家族・家庭教育・家族と国家観に関する教材分析

は、唱歌の歌詞と同じ詩
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教科書にみられる「家族像」

注)音楽の歌題を太字で示しだのは他の教材と関連のあるもの
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H 調査内容および分析と考察

研究方法で述べたように本稿では、ます表1を作成したが、この表は唐澤富太郎氏の教

科書の歴史の付録(五期国定修身教科書と同国語教科書に現われた道徳内容の分析表)を参照に
ｰ

して作成した。付録の「家庭」の項目(本稿表1では家・家族とした)は、全部を引用したが、
-

「個人」「社会」「国家」の項目についてはその一部を引用したにすぎない。そこで全体との

8)
関係をみるため修身教科書に現われた道徳項目の分類図表を下に図一1として掲げる。

9)
同様、国語教科書に現われた道徳項目の分類図表を図一2として掲ぐ。

下図の図一1と図一2を見ると五期国定教科書全体の各時期における項目別の割合がわ

かると思われる。なお修身教科書と国語教科書の項目別の差異も比較できよう。

さて、図一1から五期国定修身教科書の特徴をみると1期(明治38年~)は、「個人」と

「社会」が五期を通じて最高で逆に「国家」の項目が最低であることがわかる。それに対し

V期(昭和16年~)は、「個人」「社会」が低く「国家」が非常に高くなっている。

次に図一2から五期国定国語教科書の特徴をみるとⅢ期(大正7年~)が「個人」と「社

会」が最高で、V期(昭和16年~)は「国家」の項目が非常に高いことがわかる。

以上、図一1と図一2によって、I期の資本主義興盛期の比較的近代的な時期、n期の

家族国家観に基づく帝国主義段階期、Ⅲ期の大正デモクラシー期、IV期のファシズム強化

期、V期の決戦体制下の軍国主義期という五期それぞれの特徴がわかろう。

図一2 五期国語教科書に現われ

た道徳分類図表

図一1 五期修身教科書に現われた道徳分類図表

注)*個人、社会、国家、家庭、学校、国際社会

というのは、唐澤氏の付録の項目

1.「女大学」の戦前・教科書における扱われ方

1)女大学について

女大学は、『女四書』の忠実な要約書である。さて『女四書』とは何かというと、男子の
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四書に対応するものとして、また中国の女四書や列女伝に代って、わが国独自の女四書す

なわち、女小学、女大学、女中庸、女論語が、享保改革の庶民教化政策として出現した。

女小学、女大学が近世的儒教的性格を鮮やかに示したのに対し、女中庸、女論語には中世

10) 6)
的な名残りが多く、殆んど普及しなかった。なお詳細は拙稿ほかを参照されたい。

「女大学」は、女子がこれを用いてその内容となす条々を身につけるのと同時に、文字

の手習いに役だち、巻首、頭書、巻末に女子の教養･技芸についての記事を収録してある。

11)
始祖となり原型となったのは、享保元年(1716)の「女大学宝箱」で、著通これを指す。

2)「女大学」と貝原益軒撰の「教-女子一法」との比較

「女大学」の撰者は、貝原益軒であるとする説が古くから流布されている。それは益

軒撰「和俗童子訓」の巻之五として収められている「教-女子-去」の一部と殆んど同文か

ら構成されているからである。しかし詳細に比較すると「女大学」は「教-女子-法」に表

明されていた人間の価値平等観を完全に捨象し、男女の別、五疾の条を力説しているぴ)

13)
次に掲げる表2に「女大学」各条文と「教-女子-法」との比較を拙稿に基き表示した。

3)「女大学」における女子教育要旨

「女大学」で強調している面は「家族関係」と「家庭経営」の二っの面に集約されよう。

「家族関係」では女は結婚すると夫の家をわが家とするから舅姑に孝行し、夫を主人と

思い夫を天とする故、夫に逆って天罪を受くるな。また和順にして貞節を尊び言葉を慎め。

「家庭経営」の面では、つましく分限に従って家を保ち、とくに下女を使うには心せよ。

4)「女大学」と関連教科(修身・国語・家事)との比較

次に示す表2に「女大学」各条文とその関連教科との比較を表示した。

表2「女大学」と教一女子-法、および関連教科(修身・国語・家事)の題材

-

-

105-



久 武 綾 子

以上、江戸末期および明治初期に女子の読本兼習字用教科書として使用された「女大学」

は、表2によるとその題材から明治期では修身書や国語教科書でとり入れられていたこと

がわかる。さらに教育内容を各々教科書によって調査すると、女大学を下書にしたいわば
14)

女大学小学生版もみられた。なお内助の功としてよく例示される国語教科書の「山内一豊

の妻」の話は、妻の持参金で夫の馬を買ったのであるから、現行法の特有財産(民法762

条1項)に該当する。したがって女大学にいう分に応じた家庭経営法とは趣旨を異にする。

2.戦前の教科書にみられる「家族像」

1)「忠孝一致」思想の成立過程

江戸時代から明治初年における道徳教育の「孝」が「忠孝一致」となった経緯をたどり、

その社会的背景を考察する。それによって為政者の家族に対する考え方が解明されよう。
1)2)

(1)六諭衍義大意と庶民教育

江戸時代の「教育勅語」ともいうべき『六諭衍義大意』は、その説くところの第一は孝

15)
行である。そして上下的親子関係を根本原理とし、それから人間関係を演繹したもので、

その原理は明治以後の社会にも生き続け、近代教科書もその原理を受け継いだ。これは成

2)
人庶民に読ませる目的で享保7年(1722)刊行の幕府公教育政策上の教科書である。

(2)「学制」下の道徳教育

江戸時代、武士の教育は四書五経などの古典に基づく儒学によって行われ、庶民では寺

子屋の師匠が頌布した「六諭衍義大意」により、また「実語数」「童子教」などの教訓書が使

16)
われ儒学中心の道徳教育が行われた。これに対し、「学制」における道徳教育は、これら儒

17)
学中心の道徳教育を排除し、欧米流の近代市民道徳を育成しようとしたが、個人の自由・

-
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教科書にみられる「家族像」

平等を基本とした道徳は、民情を無視したものとして厳しい追究が高まった。そこで道徳

18)
教育の充実強化、すなわち伝統的な儒教主義である仁義忠孝を望む動きが強まった。

(3)教学大旨と修身教科書

儒教主義の道徳教育を押し進め、教育政策の転換は、天皇側近の儒学者たちによって図

18)
られ、明治12年、天皇みすからの聖旨「教学大旨」が国民教育の基本として宣言された。

「教学大旨」には、わが国の教育の根本精神は仁義忠孝を明らかにするのが本旨であると
18)

している。このように儒教主義的復古思想に基づく教育政策は、明治13年ごろからの教科

書に対する施策にもあらわれ、文部省の「小学修身書(明治16年)は、主に東洋の古典から格

19)
言名句を選んで集録したもので、仁義忠孝を中心とする儒教主義の思想で貫かれている。

例えば ″孝は、徳のもとなりg 孝経

″孝を以て、君につかふれば、すなわち忠なり 孝経

″忠臣は、孝子の門にいづ 孝経孔伝19)

20)
なお修身科教授法は″熟読暗記セシム″とされ、児童・生徒の精神的発達や主体的理解

は問題視されなかった。このことは修身科だけでなく教科書を絶対視する立場から教科書

21)
を無批判に学ばせられたのである。それ故『教科書が日本人を作った』といわれる。

(4)教育勅語と忠孝

森有礼文相・学制改革・後、国家主義思想､cよって教育全般を統括する傾向が強くなっ

た。明治22年に大日本帝国憲法が発布され、わが国も近代国家の体制を整えようとしつつ

あるとき、教育にっいてもその根元が問題とされ、明治23年10月30日、(教育二関スル勅

22)
語」が発布されたのである。これは、天皇制近代国家を形成するという大前提のもとに。

23)
王道政治を理想とする儒教主義と立憲制君主主義との妥協のうえに成立したものである。

20)
このことはその内容にも反映している。すなわち「忠孝」を道徳の根本に置くことが「国

体の精華」「皇祖皇宗ノ遺訓」であり、ここに「教育の淵源」があるとし、この基盤に立

って実践すべき徳目として「父母二孝二……」という儒教倫理的私徳と、「国憲ヲ重シ国法

ニ遵ヒ」という立憲主義的公徳との両者を配している。ここには、この両者の徳目を忠孝

20)
という原理で統合した。いわゆる家族主義的道徳観がみられる、という。

-

教育勅語の影響を最も現わしたのが修身教科書で、検定時代のその内容の構成は、明治

25年~32年ごろまでは、教育勅語の徳目をあげてその説明に例話や寓話が用いられるとい

24)
う徳目基本主義であったのが33年ごろより、童話や模範的人物の伝記を扱いその中に勅語

24)
の徳目を入れる人物基本主義によって編纂された。これはヘルバルト学派の影響である。

25) 25)
教科書事件の結果、検定制度の維持が困難となり、国定制度が明治36年から実施された。

国定時代の明治36年のI期国定修身書は教育勅語の趣旨に基づき徳目基本主義と人物基

26)
本主義との長所をとった編纂方針である。この国定I期の教科書は、内容体裁ともに教科

27) ‾
書近代化への大きな歩みをみせている。
-

これに対して、明治43年よりのn期国定修身書は、日露戦争後の国粋主義思想の影響も

あってI期の近代的性格は後退した。すなわち国家は家族の拡大したものであるとする家

27)
族国家観に基づく家族主義道徳が忠孝を中心に強調されているのである。

(5)国定教科書と忠君愛国

「孝ハ親ヲ安ンズルヨリ大イナルハナシ」という格言が、国定修身教科書のうち、4回も現わ

28)
れていることが示すように、修身教科書は「孝」が基本的な構成原理であった。 この「孝」
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が､「報恩」と結びついて社会における擬制的な家族主義が拡大されて「忠君愛国」の形を
28)

とるに至るのである。この「忠君愛国」の題材が現われるのは国定H期からである 国定

I期では「あいこく」と「ちゅーくん」となっていたのがII期では「忠君愛国」となる。(表

1参照)。

ところで忠君愛国の題材が国定Ⅱ期の修身書に多くなるのは何故か、というと、それは

明治30年代から40年代に漸く資本主義の矛盾が露呈され、これをどう解決するかが問題と

なった。これを二宮金次郎にみられる報恩(天地の恩、君恩、祖先の恩)とか報徳という
30)

封建的倫理によって社会的矛盾を解決しようとしたといわれる。すなわち社会体制の矛盾

からくる不幸を金次郎のように報徳精神あらばこうならなかったと不幸の心理的解決法に

31)
支配者階級は役立たせた。故に報徳精神は支配者階級にとって恰好な教えであった。

以上述ぺたように国定II期から忠君愛国の題材が多くなるが、それは修身書の木口小平、

修身と国語教科書に頻出する乃木大将と広瀬中佐にみられる。それは、いわば二宮金次郎

31)
の「孝」と「報恩」が結びっいた「忠君愛国」が軍人の姿に変身したときの姿という。

なお、上述の「報恩」であるが、国定IV期(昭和8年~)の、修身巻六の「祖先と家」に

「我等はかやうに深い祖先の恩を受けて生活しているのです。此の恩を感謝し、祖先をあがめ尊び、

家の繁栄をはかるのは、自然の情であり、又我が国古来の美風であります……」がある。

この教材はその前の修身書では「人の道」とあったのが、「我が国古来の美風」に変わ

32)
り、さらにこれを忠君愛国と結びつけている。

(6)忠孝一致と家族国家観

国定I期の修身教科書に対し各方面からの批判があり、それを受けて改訂されたn期の

33)
教科書では、国民道徳が強化され、家族的倫理が重視されるに至り、高等科2年の教科書

で″忠孝一致｡の題材をあげている「我が国は家族制度を基礎とし国を挙げて一大家族を成すもの

一
家観は、

-
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にして、皇室は我等の宗家なり。我等国民は子の父母に対する敬愛の情を以て万世一系の皇位を崇敬

す。是を以て忠孝は一にして相分れす。･･････忠孝の一致は実に我が国体の特色なり」と説明してい

る。このように「忠」という天皇への奉公も「孝」という私的な親への奉仕も共に一大家
33) 一

族という都合のよい論理の中に包んで、そこで一致させようとするのである。この家族国

天皇制国家という支配体制を支えるイデオロギーとみることができる。

国民と天皇との関係を図示すると図一3のようになる。

すなわちAの上下関係にありながら情緒的にはBのような単純

な家族主義的な関係にある、ということを教えて狭義の家族的社

会から一段拡大された家族国家の確立を為政者は意図したのであ
こ)

このような日本社会のきわめて前近代的な人間関係、すなわち

上下関係の社会機構、ヒエラルキーに即して恩(忠・孝)を中心と

する倫理が支配的となったのであるで8)

なお国定IV期、高等科巻二の修身教科書の「忠君一致」の教材で

は「忠孝は我が国道徳の大本で忠を離れて孝は存しないのである。忠孝の一致は実に我が優絶な国体

に本づいて生まれて来た美風である」と説明している。 しかし、何故そうなのか、その理由に

はふれていないが、そもそも忠と孝は、次元を異にする道徳で、これを止揚するものは何

か、というと、それは帝国主義、超国家主義による戦争遂行のための国民教育であること

は言をまたない。
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2)「忠孝一致」思想とその教材

(1)「楠木正成父子」または「その母」について、「忠孝一致」の教材として、足利尊

氏との戦いで負戦となった父正成が「君に忠義を尽すのが孝行である」とその子正行を諭

し、父の討死を知った正行が自害しようとしたとき母が諌めた話が登場する。これは『忠

臣ハ孝子ノ門二出ヅ』の格言を衆知せしめる教材で、修身書にも国語科にもあり音楽でも

それがテーマの小学唱�|ﾑある。歴史書は表1にはないが、この題材はⅡ期~lv期にある。

表3は、表1から抄出してまとめたもの。

表3 「楠木正成父子」または「楠木正行とその母」の教材としての位置づけ

正成は忠臣の鑑で正成のように国に尽くす国民が求められたので教材として頻出したの

である。なお、表3のように、修身、国語、における題材を習字で字を練習し、唱歌で歌う

のは表1でもわかるが、これは国定教科書ならではといえる。

(2)「一太郎やあい」

この題材は国定m期の国語科で上述の「楠木正行とその母」に代って登場する。日露戦

争のとき御用船で出征する息子一太郎に「一太郎やあい･･･いるなら鉄砲あげろ」「うちのこ
36」

とはしんぱいするな。天子様によく御ほうこうするのだよ…」と叫んだ老母の実話で、や

はり忠孝一致の軍国の母の姿が美談としてとりあげられた。

(3)水兵の母

これは日清戦役のときr水兵が母から来た手紙「…何のために軍には出で候ぞ、一命を捨てて、君

の御恩に報ゆるために候はすや……そなたが、あっぱれなるてがらを立て候やうとの心願に候。母も

人間なれば、我が子にくしとはつゆ思ひ申さす。如何ばかりの思にて此の手紙をしたためしか、よく

よくお察し下されたく候」を読みながら泣いているのを通りかかった某大尉が「時来らばお互に目ざ

ましい働きをして艦の名をあげよう。…」とはげました」という話である。

この題材は国定n期からIV期までの五学年の国語教科書に4回登場するが、その回数は

国定国語教科書中、頻度は上位2位である。したがって「水兵の母尹を教材として記憶し

ている人が最も多いといえる。これは、日本人における「母」の観念と軍国日本の庶民的

形態を絶妙な論理でつくりあげた傑作といわれ、戦争を支えた女性の姿が「忠孝一本」と

いう観念のもとに浮彫りされたもので、いかに為政者が「水兵の母」のような婦道の鑑た

る女性が続出するのを日本のために期待したかは、この教材の登場回数からもうかがえる。

この「水兵の母」における女性像と対照的なのか、与謝野晶子が明治37年に「旅順口包

-
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囲軍の中に在る弟を歎きて」という、かの有名な『君死にたまうことなかれ』である。晶

子は個人の生命の尊重を叫び、人を殺す戦争に反対したが、国をあげて戦争をしているさ

38)
中に発表したこの詩が世間から非難されたのは当然であるが晶子は屈しなかったという。

なお「水兵の母」は昭和16年からの国定V期にも登場するが、「水兵の母」の次の課は

「姿なき人城」という文語体の教材で、要約するとその掲載理由がわかり難いので大部分を

載せる。「いとし子よ、ラングーンは落ちたり。いざ汝も勇ましく入城せよ、姿なく、声なき汝なれ

ども。……機は、たちまちほのほを吐き、翼は、空中分解を始めぬ、汝、にっこりとして、天蓋を押

し開き、二王立ちとなって、僚機に別れを告げ、「天皇陛下万歳」を奉唱、若き血潮に、大空の積乱

雲をいろどりぬ。それより七十六日、汝は、母の心に生きて、今日の入城を待てり。……、いとし子

よ、汝、ますらをなれば、大君の御楯を起ちてたくましく、ををしく生きぬ。いざ、今日よりは母の

ふところに帰りて、安らかに眠れ、幼かりし時、わが乳房にすがりて、すやすやと眠りしごとく。」

さて、上述の「姿なき人城」を読むと決戦下の軍国の母子像がほうふっと浮上してこよう。

3)「孝行」と家族関係

剛 戦時下の孝行

40)
「孝行」については拙稿(修身教科書の場合)で表出したが、昭和8年からの国定IV期で

41)
は、とくに孝行が、「国のため…」と国家中心へとなっているのに注目すべきである。

「家にあっては、父母は、日夜心を労して、業務に励み、我が子を教養して、家の繁栄をはり、国

のために尽くしています。子たる者は、よく父母の教を守り、孝行を尽くし、兄弟仲よくして互に助

け合ひ、父母の心を安んじなければなりません。」

(2)平重盛の場合

巷間「忠ならんと欲すれば孝ならす…」と歎いたといわれる「平重盛」について歴史の

教科書でどのように扱っているかを調査したところ、国定I期では尋常小学国史上巻で

「平清盛」の中で「重盛父をいさむ」とあり、Ⅱ期ではやはり「平清盛」の中で「重盛は忠
- 一

孝の心の厚き人なりき…清盛の不法の行を諌めしかば………」とあるが、Ⅲ期になると「平重盛」に
一

改訂され、「重盛が、″恩の中にて最も重きは君の御恩なり……父上聞入れたまはすば重盛兵をひき

いて法皇を守りたてまつるべし。…此の御企をとげんと思召さば、先づ重盛が首をはねられよ｡と。

さすがの清盛も此の諌を聞いて、いったんは思ひとどまりき。重盛の如きは、まことに忠孝の道を全

はⅢ期とは同じであるが口語体となっている。V期も前期と殆ど同文である。ところで、

楠木正成父子の忠孝と重盛の忠孝を比較すると同じ武家であってもその意義が違う。

4)家庭内の教育

(1)勤勉力行

国定I期~V期の五期国定修身教科書で「父母二孝二兄弟二友ニ」と教えた教育勅語の生きた典型

‥‥ 44)
として二宮金次郎が18課にわたり登場し、 その頻度回数の順位は2位である。彼は勤勉力

行の典型として明治以後の日本の教育が具体的な国民像として描いて来た理想の人物であ

った。前掲表1では、下線をした題材に登場する。なお表1では、家族の教育、しつけ等

に関して「個人」の項目で忍耐・倹約・勤勉について、修身と国語の教科書での題材を表

出した。

なお、勤勉力行を職業観と結びつけた教材にn期、Ⅲ期の国語科の「カヂ屋」と小学唱
一

歌「村の鍛治屋」がある。「村の鍛治屋」は親しみ易い軽快なメロディーのため多くの青少
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45)
年に愛唱された。この文部省唱歌は国定I期からIV期(音楽では昭和22年~)でも歌われ

た。なお現在でもテレビコマーシャルのB.G.M.に使われている。

(2)忍耐

忍耐についての教育は表1にみられるように、修身科でも国語科でも題材とされた。か

の「おしん」は、この時代に育った女性を描いている。明治生まれは、柳に飛びつく蛙の

ように″しんぼう強くあれ｡と教育された。なお音楽でも国定I期5学年に「忍耐」の小

47)学唱歌があった。

(3)家族心理(親心)

表1の国語科では、家族の項目中に「親心」をあげⅢ期の3学年に『冬の夜』というの

がある。それは「ともし火近く衣ぬう母は…」で始まる小学唱歌の同題の歌詞と同じで。
48)

二番では戦の手柄を誇る父親が歌われている。この唱歌はI期、n期の3学年の教

材である。なお親が子を養育した恩を親が老いたとき子に「恩返し」として老親の扶養す

るのが親孝行とされ:t)(川島武宜氏の名著「日本社会の家族的構成」の孝の章でとりあげられてい

る)親子の心理を支配した。それ故「オンヲワスレルナ」という教材は頻出する。

(4)言葉遣い

国語教科書において家族員間で交わされる会話に注目し、その中での呼称や敬語の使わ
50)

れ方を調査した結果を拙稿に載せたが、ここではそれを要約し「家族像」をみてみよう。

ます家族間の呼称であるが、息子や娘から父親、母親に対する呼称は、国定期全期「お

とうさん」「おかあさん」が圧倒的に多く、兄姉も「おにいさん」「おねえさん」が多い。

家族間の呼称は�期(大正7年~)までは両親が子どもを呼ぶ時、呼び捨てにしている

のにIV期(昭和8年~)では、母親が○○さんと敬称をつけるようになり、時代と性差が

みられた。

家族間の呼称方法および敬語の使われ方をみると明治中期ころの上下関係を示す表現か

ら大正、昭和時代へ次第にそれが薄れる傾向がうかがわれ、家族の変貌がみられた。

5)祖先と家

ここでは「家」の概念として、世代をこえて連続する家族集団のつながりを指すものと

して規定した場合、祖先崇拝の題材がどのようにとりあげられているか、表1によってみ
51)

てみよう。修身教科書については、拙稿に表出したのでそれを参照されたい。

国語教科書では国定n期の「家の紋」がある。これは同期の国定音楽教科書(明治44年

52)
より)の文部省唱歌である「家の紋」の歌詞と同じである。楽譜と歌詞は注に掲ぐ。なお

n期(音楽は昭和7年~)の小学唱歌にはない。

F紋」は封建社会のF家」を象徴しており5j)日本人が冠婚葬祭に紋付を着用するのは、紋

に象徴される家格、家柄を誇示するもので「家」制度の名残りが認められる。

6)央婦の役割分担、家族貝の役割分担
54)

巾 修身教科書では夫(男)の務、妻(女)の務としてとりあげられている。拙稿に詳細は

報告したがそれに基づき要旨を述べると、明治19~36年の検定教科書では、いわば女大学

小学生版といえよう。F夫は外、妻は内、妻は夫を大切にして立身出世をたすけ、家のさか

えさすべし。また女は立居振舞、言葉遣い等、すべてやさしく淑やかにすべきである。し

かし、やさしさの中に心は確かにしてみだりに人に動かされないよう」と説いている。

次に国定教科書をみるとI期(明治37年)からⅢ期末(昭和7年)までは検定期までと

~
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あまり変らなく女大学的である。しかしn期(明治43年~)巻六では「……又世には女子

を男子より劣れりと思ふものあれども大いなる心得違なり、女子も男子も同じく万物の長

にして、ただ其の務を異にするのみ。女子が内に居て一家の世話をなし…」といっている

のは女大学より、編纂者の意識の成長がうかがわれる。

なおⅡ期から高等科に女子用の教科書が作られ、「舅姑」「貞操」「女子の本分」等の題目

が入り、「女子の本分」では「夫を助けて家政を整へ子女を教養する」のが女子の天職であ

55)
り、天職をよくはたす者が良妻賢母といっている。

また国語教科書でも「女子の務」「女子の心得」という題材が、検定時代の明治33年の
56)

国語読本にみられるが、内容は女大学を下敷にした良妻賢母主義女子教育である。
57)

(2)家族員の役割分担については、国語教科書から抄出した調査表を拙稿に掲げた。国

語科の教科書は、家庭そのものを題材とするのではなく、副次的に家庭・家族が描かれて

いるにすぎない。しかし父親は仕事型、母親は良妻賢母の家事専念型が描かれ、子どもも

男の子は外回わり、女の子は家事の手伝いなど、性別分業意識が強くあらわれている。

7)男女差別の意識

そもそも女性差別、女性蔑視の思想の源流をさぐると、わが国では多くの女訓書、女大

学に求められる。しかし女子劣等の考え方はすでに平安時代にみられ、それは儒教思想に

基づくもので、性差意識の原因は、人々の家庭内外における教育と環境が考えられる。

その究明には過去の教育を知る必要があり、その方法論として教科書調査があげられる。

修身書では上述の夫(男)の務、妻(女)の務の項目で多くみられるので再掲しない。

国語教科書をみると、検定時代の教科書で、遊びにおいて男の子と女の子とは違いがあ
56)

る題材が載っている。すなわち男の子は外に出て活発に遊ぶが、女の子は内にいて静かに

人形遊びなどがいいといっている。このように幼いうちから男は外、女は内という性別意

識が植えつけられ、個人の生活を支配するのみか、社会への影響も大きかった。

� ま と め

以上、本稿は戦前の修身、国語、習字、音楽、家事科の教科書において家族や家庭内の

教育や家族と国家との関係等をどう扱っているかを比較するため項目別の表を作成し、そ

れに基づいて分析・考察したところ、次のようなことがわかった。

1)女大学における条文を戦前の修身書や国語教科書における関連題材と比較したとこ

ろ、女大学を下敷にしたいわば女大学小学生版ともいうべき教材もみられた。なお内助の

功の例示とされる「山内一豊の妻」の家庭経営法は、分に応じよという女大学とは趣旨が

違う。

2)戦前の教科書における「家族像」は、とくに家族国家観に基づくものがあげられる。

出 「忠孝一致」思想成立過程

① 江戸時代から明治初年にかけての庶民における道徳教育は「孝」であった。「忠臣は

孝子の門に出づ」という孝経の格言は武家に対してである。明治以降「楠木正成父子と母」

が教材として頻出するのは国民皆兵となり、国のために尽すことが求められたからである。

② 教育勅語では、「忠孝」を道徳の根本に置くことが教育ノ淵源であるとしており、儒

教倫理的私徳と立憲主義的公徳が､「忠孝」という原理で統合した、いわゆる家族主義的道

徳観がみられるという。
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③ 国定n期(明治43年~)になると、「我等国民は子の父母に対する敬愛の情を以て皇

位を崇敬す、是を以て忠孝は一にして相分れす。」と「忠」という天皇への奉公も「孝」と

いう私的な親への奉仕も共に一大家族という都合のよい論理の中に包んでそこで一致させ

たものという。だが「忠」と「孝」が止揚される論理は何か。帝国主義によるものか…。

今後もその背景を究明したい。

④ 国定IV期(昭和8年~)になると、「忠孝は我国道徳の大本で、忠を離れて孝は存し

ない…」と説く。

(2)「忠孝一致」思想と教材

「忠孝一致」の思想を侵透させるため軍国の母の姿をn期からは庶民の母の代表として、

「水兵の母」の題材を国語教科書では4回登場させ、また「一太郎の母」もⅢ期に登場させ

る。これらは帝国主義や、軍国主義に基づく教材であり、国民教育に与えた影響が大きい。

(3)忠君愛国

修身教科書は「孝」が基本原理であったがこの「孝」が「報恩」と結びついて社会にお

ける擬制的な家族主義が拡大されて「忠君愛国」の形をとるに至るのである。

なおこの「報恩」というのは二官金次郎の報徳精神であり、金次郎の「孝」と「報恩」が

結びついた「忠君愛国」が軍人の姿に変身したのが木口小平、乃木大将、広瀬中佐という。

3)「しつけ」の教育と教科書

学校および家庭内の「しつけ」に関する教育として、「忍耐」「勤勉」「親の恩」等につい

て説かれ、それについては修身科、国語科のみならす小学唱歌の題材とされたのもあり、

それによって、いかに題材を浸透させようとしていたか、教育のあり方が示唆された。

4)教科書と国民教育

以上、本稿でみてきたように各科の教科書の内容は、その編纂された時期の各々の特徴

が如実に現われている。また各科の関連した題材の配置によりカリキュラムのあり方がわ

かった。すなわち、表3のように、修身、国語の題材を習字で字を練習したり唱歌で歌う

のを樋口勘次郎氏はそれを統合主義による教授法という。氏によるとそれは、ヘルバルト

派のような管理的なものとは、反対の意見という。58)
･ 21)

なお、戦前の教育は教科書を学ばせることが多く、『教科書が日本人を作った』といわれ

るほど教科書が日本人の精神構造形成に及ぼす影響は少なくなかった。

(昭和63年9月16日 受理)
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52)「家の紋」の楽譜と歌詞
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